
国立大学法人旭川医科大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成21年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

　   国立大学法人評価委員会の業績評価の結果や本学の経営状況，また，当該役員の担
  当業務における業績・貢献度を総合的に勘案し，本学経営協議会の議を経たうえで，役員
  給与規程に定める当該役員の期末特別手当の額を増額又は減額できることとしている。

・平成21年12月以降，本給月額を約0.3％引き下げた。
・期末特別手当の額の算出に際し，基礎額に乗じる割合を年間で0.35月
分引き下げた。（6月期0.2月分，12月期0.15月分）

法人の長の改定内容と同じ。

・平成21年12月以降，本給月額を約0.3％引き下げた。

法人の長の改定内容と同じ。

理事（非常勤）の改定内容と同じ。
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２　役員の報酬等の支給状況

平成21年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

16,364 11,916 4,316 131 （寒冷地手当）

千円 千円 千円 千円

13,836 10,104 3,660 72 （寒冷地手当）

千円 千円 千円 千円

14,293 10,104 3,660
131
348
49

（寒冷地手当）
(単身赴任手当)

(通勤手当)

千円 千円 千円 千円

10,308 6,550 3,162
29

567
（寒冷地手当）

(単身赴任手当) 12月31日 *

千円 千円 千円 千円

2,599 2,520 79 （寒冷地手当） 1月1日

千円 千円 千円 千円

2,997 2,997
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

10,305 7,468 2,705 131 （寒冷地手当）

千円 千円 千円 千円

2,397 2,397
（　　　　）

３　役員の退職手当の支給状況（平成21年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

1,905 1 9 H21.12.31 1 *

千円 年 月

該当者なし

　

監事

D理事

注２：「前職」欄の「*」は，退職公務員であることを示す。

前職

A監事

就任・退任の状況
役名

注：「前職」欄の「*」は，退職公務員であることを示す。

法人での在職期間

法人の長

摘　　要

A理事

B理事

C理事

E理事
（非常勤）

法人の長

理事

注１：総額，各内訳について千円未満切り捨てのため，総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

在職期間中の業務運営等に関する評価に
ついて，本学経営協議会において審議し
た結果，業績勘案率の増減を行わないこと
とした。

B監事
（非常勤）

その他（内容）
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　昇給前１年間の勤務成績に応じ，０～８号俸の５段階の昇給区分により昇給

させる。

　勤務成績が良好で，かつ，昇格基準に達している場合，その者の資格に応じ

た級へ昇格させることができる。

　基準日（6月1日・12月1日）以前６箇月以内の期間における，勤務成績に応じて決定

される支給割合（成績率）に基づき支給される。

　ウ 平成21年度における給与制度の主な改正点

１．基本給月額
　　・初任給を中心とした若年層を除き，すべての基本給月額について引き下げた。
２．期末手当
　　・期末手当の額の算出に際し，基礎額に乗じる割合を年間で0.25月分引き下げた。（6月期
　　0.15月分，12月期0.1月分）
３．勤勉手当
　　・成績率を年間で0.1月分引き下げた。（6月期0.05月分，12月期0.05月分）
４．住居手当
　　・自宅に係る住居手当（新築・購入後5年に限り支給）を廃止した。
５．救急勤務医手当
　　・救急医等の処遇改善を図るため救急勤務医手当を新設した。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目 制度の内容
基本給月額
（普通昇給）

基本給月額
（昇格）

勤勉手当
（査定分）

　社会一般の情勢に適合したものとするために，一般職の国家公務員の給与水準を考慮し，これに
準じた給与水準を基本とする。

　業務の効率化や職員の適性配置等により人件費を抑制し，人件費支出を運営費交付金の範囲
内で行うことを基本とする。

　普通昇給，昇格の実施及び勤勉手当の成績率の判定にあたっては，勤務評定の結果等を踏まえ
た勤務成績を考慮している。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

784 40.2 5,688 4,253 26 1,435
人 歳 千円 千円 千円 千円

142 44.5 5,462 4,077 26 1,385
人 歳 千円 千円 千円 千円

214 46.6 7,904 5,886 22 2,018
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

361 33.8 4,470 3,360 29 1,110
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 52.3 5,225 3,937 25 1,288
人 歳 千円 千円 千円 千円

59 43.9 5,707 4,256 25 1,451

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

うち賞与平均年齢
平成21年度の年間給与額（平均）

総額
区分

常勤職員

うち所定内人員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院医師）

技能・労務職種

医療職種
（病院医療技術職員）

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

再任用職員

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

在外職員

任期付職員
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人 歳 千円 千円 千円 千円

56 38.8 4,406 3,294 36 1,112
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 37.8 2,909 2,171 59 738
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 43.3 7,401 5,583 22 1,818
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 47.7 4,683 3,434 33 1,249
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 32.2 3,223 2,444 39 779
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 31.8 3,338 2,496 34 842

注：常勤職員については，在外職員，任期付職員及び再任用職員を除く。

　〔年俸制適用者〕
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 39.2 7,020 7,020 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 39.2 7,020 7,020 0 0

注： 常勤職員，在外職員，任期付職員及び再任用職員の区分については，該当者がいないため表を省略した。

技能・労務職種

医療職種
（病院医療技術職員）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

委託費等雇用職員

非常勤職員（年俸制）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

非常勤職員
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下，⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

2 － －

6 51.8 7,398 7,744 7,981

15 53.5 6,384 6,562 6,770

57 47.6 5,532 5,776 6,274

37 43.0 4,278 4,922 5,552

25 31.4 3,289 3,793 4,013

注：部長の該当者は２人のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，平均年齢

　及び年間給与の平均額は表示していない。

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)〔在外職員、
任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

平均人員分布状況を示すグループ 平均年齢

　代表的職位

     ・部長
　
     ・課長
　
     ・課長補佐
 
     ・係長
　
     ・主任
　
     ・係員

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３
歳

２４－２７
歳

２８－３１
歳

３２－３５
歳

３６－３９
歳

４０－４３
歳

４４－４７
歳

４８－５１
歳

５２－５５
歳

５６－５９
歳

0

50

100

150

200

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人
千円
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（教育職員（大学教員））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

48 55.4 9,622 10,206 10,567

35 51.6 7,827 8,381 8,834

46 44.8 7,265 7,629 7,975

85 40.6 6,134 6,502 6,897

分布状況を示すグループ 人員 平均平均年齢

　代表的職位

　   ・教授
　
     ・准教授
　
     ・講師
 
     ・助教

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３
歳

２４－２７
歳

２８－３１
歳

３２－３５
歳

３６－３９
歳

４０－４３
歳

４４－４７
歳

４８－５１
歳

５２－５５
歳

５６－５９
歳

0

50

100

150

200

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）） 人
千円
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（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

1 － －

4 57.3 － 7,029 －

26 49.5 6,003 6,378 6,837

45 42.4 4,801 5,454 6,050

285 30.6 3,532 4,051 4,458

注１：看護部長の該当者は１人のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，平均年

　齢及び年間給与の平均額は表示していない。

注２：副看護部長の該当者は４人のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，年間

　給与額の第１・第３分位については表示していない。
注３：「看護師」には看護師相当職である「助産師」を含む。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

　代表的職位

　   ・看護部長
　
     ・副看護部長
　
     ・看護師長

　　 ・副看護師長
 
     ・看護師

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

0

50

100

150

200

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師）） 人
千円
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③

（事務・技術職員）

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的 係員 主任 係長 課長補佐
な職位 主任 係長 課長補佐 課長

人 人 人 人 人 人

142 12 29 72 20 5
（割合） （8.5%） （20.4%） （50.7%） （14.1%） （3.5%）

歳 歳 歳 歳 歳

28～24 49～28 59～32 58～47 59～49

千円 千円 千円 千円 千円

2,774～
2,272

4,118～
2,446

5,081～
3,068

5,899～
4,442

6,756～
4,707

千円 千円 千円 千円 千円

3,559～
3,008

5,456～
3,289

6,816～
3,995

7,676～
6,053

8,707～
6,384

区分 計 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級

標準的 局長
な職位 部長

人 人 人 人 人 人

2 2 該当者なし 該当者なし 該当者なし

（割合） （1.4%） （1.4%）
歳 歳 歳 歳 歳

～ ～ ～ ～ ～

千円 千円 千円 千円 千円

～ ～ ～ ～ ～

千円 千円 千円 千円 千円

～ ～ ～ ～ ～

注：6級，７級における該当者が２人のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，

　「年齢（最高～最低）」以下の事項について記載していない。

（教育職員（大学教員））

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

214 該当者なし 85 46 35 48
（割合） （39.7%） （21.5%） （16.4%） （22.4%）

歳 歳 歳 歳 歳

～ 55～30 61～36 64～37 63～42

千円 千円 千円 千円 千円

～
5,782～
3,562

6,650～
4,465

7,272～
5,084

9,633～
5,890

千円 千円 千円 千円 千円

～
7,733～
4,862

8,956～
6,036

9,805～
6,964

13,229～
8,247

年間給与
額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

准教授 教授

人員

助教 講師

年間給与
額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

局長

人員

課長 部長 局長

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

人員

係員

 職級別在職状況等（平成22年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院
看護師））
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（医療職員（病院看護師））

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

標準的 副看護部長 看護部長
な職位 看護師長 副看護部長

人 人 人 人 人 人 人 人

361 該当者なし 285 46 25 4 該当者なし 1
（割合） （78.9%） （12.7%） （6.9%） （1.1%） （0.3%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

～ 57～22 58～31 58～37 59～54 ～ ～

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

～
4,530～
2,288

5,224～
3,103

5,355～
3,755

5,313～
4,859

～ ～

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

～
6,131～
3,043

7,061～
4,237

7,339～
5,160

7,331～
6,660

～ ～

注：７級における該当者が１人のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，「年齢（最高～最低）」

　以下の事項について記載していない。

④

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

61.7 63 62.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 38.3 37 37.6

％ ％ ％

         最高～最低 45.1～33.8 45.8～30.3 44.4～33.3

％ ％ ％

64.1 68.3 66.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.9 31.7 33.7

％ ％ ％

         最高～最低 41.0～31.4 36.7～27.6 38.1～29.4

（教育職員（大学教員））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

57 60.4 58.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43 39.6 41.2

％ ％ ％

         最高～最低 48.7～37.7 48.4～30.5 48.5～33.9

％ ％ ％

64.4 68.1 66.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.6 31.9 33.6

％ ％ ％

         最高～最低 41.0～32.7 36.7～28.7 38.8～30.6

年間給与
額(最高～

最低)

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

准看護師 看護師 看護師 看護部長 看護部長

賞与（平成21年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院
看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）
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（医療職員（病院看護師））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低

％ ％ ％

63.4 67.3 65.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.6 32.7 34.6

％ ％ ％

         最高～最低 41.0～32.2 36.7～28.4 38.8～30.2

注：医療職員（病院看護師）における管理職員は１名のため，当該個人に関する情報が特定される
　おそれのあることから記載していない。

⑤

（事務・技術職員）

対国家公務員（行政職（一）） 80.1

対他の国立大学法人等 93.7

（教育職員（大学教員））

対他の国立大学法人等 92.9

（医療職員（病院看護師））

対国家公務員（医療職（三）） 94.2

対他の国立大学法人等 98.1

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い，当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

においては，すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

　　与水準を100として，法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい，人事院において算出

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／教育
職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）
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給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 ８６．５

参考 学歴勘案　　　　　　 ８１．２

地域・学歴勘案　　　８６．７

○医療職員（病院看護師）

地域勘案　　　　　　 ９６．４

参考 学歴勘案　　　　　　 ９３．８

地域・学歴勘案　　　９５．４

○教育職員（大学教員）

注：上記比較指標は，法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に，平成２１年度の

　教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

項目 内容

指数の状況 教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　　　９０．３

給与水準の適切性

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　２８．６２％
　国からの財政支出額　6,857,936,000円
　支出予算の総額　    23,962,462,000円　（平成21年度予算）

【検証結果】
　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は２８．６２％となって
おり，累積欠損額もないことから，給与水準については適切であると考える。

講ずる措置 引き続き現在の給与水準の維持に努める。

引き続き現在の給与水準の維持に努める。

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　９４．２

講ずる措置

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　８０．１

給与水準の適切性

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　２８．６２％
　国からの財政支出額　6,857,936,000円
　支出予算の総額　    23,962,462,000円　（平成21年度予算）

【検証結果】
　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は２８．６２％となって
おり，累積欠損額もないことから，給与水準については適切であると考える。
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成21年度）

前年度
（平成20年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

・「給与，報酬等支給総額」の対前年度比が３．３％減少した要因

　　①　定年退職者不補充による給与等の減少

　　②　役職員の基本給月額，役員の期末特別手当及び職員の期末・勤勉手当の引き下げに伴う，

　　　給与等の減少

・「最広義人件費」の対前年度比が２．３％増加した要因

　　①　看護師の増員に伴う，給与等の増加

　　②　非常勤教職員の増加に伴う，給与等の増加

　　③　研修医増加に伴う，給与等の増加

・人件費削減の取り組み状況

　　①　中期計画

　　　　「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された総人件費改革の

　　　実行計画を踏まえ，人件費削減の取り組みを行う。

　　②　中期目標

　　　　総人件費改革の実行計画を踏まえ，平成２１年度までに概ね４％の人件費削減を図る。

　　③　取り組み状況

　　　　事務系職員の定年退職による欠員の不補充，教員の空き定員の採用保留・配置の見直し等

　　　により，人件費削減に取り組んでいる。

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

6,151,697 5,822,314 5,709,354 5,637,095 5,451,571

△5.4 △7.2 △8.4 △11.4

△5.4 △7.9 △9.1 △9.7

注１：「人件費削減率（補正値）」とは，「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）による人事院

勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率であり，平成１８年，平成１９年，平成２０

年，平成２１年の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ０％，０．７％，０％，▲２．４％である。

注２：基準年度（平成１７年度）の給与，報酬等支給総額は，法人移行時の人件費予算相当額を基礎に算出

した平成１７年度人件費予算相当額である。

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

19,420 （　　2.1　）

（　16.8　）9,412,668 9,203,694 208,974 1,353,819

（ △17.1　） （　16.1　）

464,516

60,033

1,646,428 （　175.3　）

退職手当支給額

5,451,571 （ △7.7　）
給与、報酬等支給総額

（　　2.3　）

非常勤役職員等給与

△185,524

2,585,869 2,121,353

522,346 △89,438

人件費削減率
（％）

区　　分

（ △3.3　） △457,823

中期目標期間開始時（平成
16年度）からの増△減比較増△減

（　 12.6　）

（　21.9　）

5,637,095

人件費削減率（補正値）
（％）

432,908

総人件費改革の取組状況

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）

最広義人件費

105,181942,320 922,900
福利厚生費
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